
若年がん患者在宅生活支援助成のご案内

大和市では、４０歳未満のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して
自分らしく過ごせるよう、訪問介護等に必要な費用の助成を行っています。

助成の対象となる方

次のすべてに当てはまる大和市民の方が対象です。

◆４０歳未満の方

◆がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがない状態に至ったと判断したものに限る）と診断されている方

◆治癒を目的とした治療を行わず、在宅で生活をしている方

助成金額

〇１カ月あたりのサービス利用料に対し上限６万円を基準とし、その９割相

当額（月額上限５万４千円）を助成します。

〇生活保護受給者および中国残留邦人等の方は１０割相当額（月額上限

６万円）を助成します。

〇上限額を上回る額のサービス利用料は、全額自己負担となります。

〇他の制度等で助成を受けているものについては、助成対象外となります。

車いす 車いす付属品

特殊寝台
特殊寝台付属品
（介助用ベルトを

含む）

床ずれ防止用具 体位変換器

手すり（工事を伴
わないもの）

スロープ（工事を
伴わないもの）

歩行器 歩行補助つえ

移動用リフト（つ
り具を除く）

自動排泄処理装置

腰掛便座
自動排泄処理装置
の交換可能部品

入浴補助用具 簡易浴槽

移動用リフトのつ
り具の部分

助成の対象となるもの

◆訪問介護（身体介護、生活援助、

通院等乗降介助）

◆訪問入浴介護

◆福祉用具貸与・購入（搬入搬出

等にかかる費用を含む）

〈購入の対象項目〉

〈貸与の対象項目〉

大和市


